
 
 
 
 
 
 
1. 登録証記載事

登録証の記載事項等
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IAQGで公表されている 2009年版への移行スケジュールを下記に示します。 
 

30 ヶ月間の移行スケジュール  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JICQA の対応： 

2010年 
1月 

・審査員研修教材

の開発/作成 
・研修機関の承認 
 

・審査員に対する研修 
・（認定機関による）認証機関の

認定 

すべての審査を、 
新規格（2009年版）で実施 

認証機関の認定が下り次第、希望組織への 2009年版による認証（初
回、サーベイランス、再認証）は、随時、実施可能。 

9100:2004 
（Rev B） 
廃止 

2012年 
7月 1日 

2010年 
4月 30日 

2011年 
7月 1日 

14 ヶ月間 4 ヶ月間 12 ヶ月間 

 組織様の対応： ▽JICQA の認定 
 

2009 年版への移行審査 
 

 

ここで、2009 年版による審査を JICQA で実施するためには、JICQA として以下の条件を満たしている
必要があります。 

① JABによる 2009年版審査への JICQAの認証機関としての認定 
② 2009年版審査を実施できる審査員の確保（審査員の 2009年版資格への移行） 

移行審査の工数は、補足規則 001 で示されており、現地審査の工数は、対象人数によって異なります
が、目安として、サーベイランス（定期審査）時では従来の 4～5 割増、再認証審査（更新審査）時では 1
～2割増程度となります。現地外工数は変更ありません。また、JIS Q 9001から JIS Q 9100:2009への
アップグレードについては、初回審査の工数を適用することになりました。移行審査後の審査については、

従来のサーベイランス又は再認証審査の工数が適用されます。 

現在、JICQAでは、JAB MS101:2010及びSJAC9101Dに従ってシステムを見直し追加し、8～9月に
は JAB に移行のための申請を行い、認定審査を受審する計画です。並行して、航空宇宙審査員は、
IAQG 認定コースを受講し、審査員資格の移行を達成する計画です。2009 年版での審査は、JAB による
認証機関としての移行認定の取得後可能となります。また、審査員は 2009 年版資格に移行した審査員で
あることが条件となります。従いまして、2009年版での審査が実施可能となる時期は 10月末から 11月頃を
想定しています。 

担当：審査第一部 AS-QMS グループ

今井（℡：03-5541-2754） 
 

 
 
3. 埼玉県独自の目標設定型排出量取引制度が平成23年度から始まります。 

埼玉県は、「CO2 削減埼玉モデル 目標設定型排出量取引制度」を平成 23 年度から実施することを発
表しました。本制度は、平成 21年 2月に定めた埼玉県地球温暖化対策実行計画（ストップ温暖化・埼玉ナ
ビゲーション 2050）において目標設定した埼玉県内の温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 2005 年
度比 25％削減を達成するための対策の一つとされています。 
対象事業所は原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して年間 1,500キロリットル以上の事業所で、県
内の約600事業所（工場等が約440、オフィス等が約160）が該当し、対象温室効果ガスはエネルギー起源
CO2 となります。 
削減計画期間として、第一計画期間を平成 23～26 年度、第二計画期間を平成 27～31 年度（以降、5 
年ごとの期間）と定めており、第一計画期間では、オフィスビル等は 8％（ただし地域冷暖房事業者から供給
されるエネルギー割合が 20％以上の事業所は 6%）、工場等は 6％の削減義務率を設定しております。 
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削減目標の達成に当たっては、自らで削減することを基本とし、これを補完する手段として、排出量取引

を活用する仕組みとなります。削減目標の達成の確認を行う際（平成 27 年度）には、基準排出量、期間中
の排出量を県が別に定める方法により検証を受ける必要があります。もし削減目標が達成できない場合の

罰則については、当面設けない予定です。 
詳しくは埼玉県温暖化対策課の HP（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/haisyututorihiki.html ）をご確
認ください。 
本制度は、東京都環境確保条例の「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を参考にしてい

るため、もし事前に勉強されるのであれば当社の「東京都排出量取引制度」に特化した排出量検証無料セミ

ナーにぜひご参加ください。 
今後のセミナー開催予定は、9/1（水）、11/1（月）のいずれも 14：00～16：30となっております。詳しくは当
社 HP（http://www.jicqa.co.jp/06kenshu/mseminar/emissions_tokyo/index.html ）をご確認ください。 
上記 GHG 排出量取引制度等にご参加予定、または排出量取引に関心をお持ちの企業様は、ぜひご参
加を検討ください。皆様のご参加を心よりお待ち致しております。 

担当：営業部 五弓(ｺﾞｷｭｳ）、平塚 

（℡：03-5541-2752）
 

 
 
4. 排出量検証（トップレベル、都内中小クレジット・都外クレジット）無料セミナー 
開催のお知らせ。 

ご好評を頂いております JICQA 無料セミナーに新たに「東京都排出量取引制度」の中でも「トップレベ
ル」、「都内中小クレジット・都外クレジットに特化した排出量検証無料セミナーを開催いたします。 
東京都環境確保条例の改正により、都内大規模事業所（燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年

間 1,500kl 以上の事業所）を対象とした「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」がスターﾄし
たことはすでにご存知のことと思います。 

JICQA では、以前から東京都排出量取引制度の特定温室効果ガス排出量検証について解説した無料
セミナーを開催してきましたが、最近特にお問合せの多い「トップレベル」、「都内中小クレジット・都外クレジ

ット」に重点をおいた無料セミナーを下記日程で開催いたします。 
本セミナーの講師は検証担当者資格を保有しているものが担当し、疑問に思われている点を懇切丁寧に

解説いたします。詳しくは当社 HP（http://www.jicqa.co.jp/06kenshu/mseminar/ ）をご覧ください。 
Ⅰ．東京都排出量取引制度 トップレベル無料セミナー 

開催日時 ①2010年 08月 30日（月） ②2010年 10月 27日（水） ③2010年 12月 24日（金） 
※各日とも 14:00～16:30（13:30受付開始） 

開催会場 JICQA公開研修センター 
(東京都中央区八丁堀／JR・地下鉄八丁堀駅 B3出口より徒歩 30秒） 

本セミナー 
対象者 

東京都環境確保条例においてトップレベル申請を検討中の排出量報告書の責任

者、ご担当者の方 
本セミナー 
内容 

①東京都環境確保条例の最新情報 ②トップレベル検証を受けるために必要な準備 
③トップレベル検証のスケジュール及び費用 ④質疑応答 

 
Ⅱ．東京都排出量取引制度 都内中小クレジット・都外クレジット無料セミナー 

開催日時 ①2010年 09月 13日（月） ②2010年 11月 15日（月） 
※各日とも 14:00～16:30（13:30受付開始） 

開催会場 JICQA公開研修センター 
(東京都中央区八丁堀／JR・地下鉄八丁堀駅 B3出口より徒歩 30秒） 

本セミナー 
対象者 

東京都環境確保条例において都内中小クレジット・都外クレジット申請を検討中の排出

量報告書の責任者、ご担当者の方 

本セミナー 
内容 

①東京都環境確保条例の最新情報 ②都内中小クレジット・都外クレジット検証を受けるた
めに必要な準備 ③都内中小クレジット・都外クレジット検証のスケジュール及び費用 ④質
疑応答 

※ 募集人員は各回先着 30名様限定とさせていただきます。 
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※ お申込は 1組織（1社）につき、2名様までとさせていただきます。 
※ お申込が 2組織を下回り、公平性の確保が懸念される場合は、セミナー開催を中止とさせていただ
きます。 

※ 同業の方のご参加は、ご遠慮いただいております。 
 
上記制度等にご参加予定、または排出量取引に関心をお持ちの企業様は、ぜひご参加を検討ください。

皆様のご参加を心よりお待ち致しております。 

 

 

 

JICQAニュースレターの配信方法変更のお知らせ 
JICQAニュースレターは2010年4月号より、更新をmailでお知らせすることになりました。 

担当：営業部 五弓(ｺﾞｷｭｳ）、平塚 

（℡：03-5541-2752）

ご希望のお客様は、必要事項を記載の上、下記メールアドレスにお申し込みをお願いいたします。 

【申込メールアドレス】 newsletter@jicqa.co.jp 
【必要事項】 

(1) 組織名（会社名）／事業所名  

(2) 所属・役職  

(3) ご連絡者氏名  

(4) e-mailアドレス（配信いただいたメールと異なるアドレスに送付ご希望の場合のみ） 

 本件に関するお問合せは 業務部の樋口（TEL：03-5541-2751 E-mail：newsletter@jicqa.co.jp）までご
連絡をお願いいたします。 

 

 

　(2010年6月30日現在）

【マネジメントシステム登録件数】 【JIS認証件数】

適用規格
新規登録
件数　*1

現在登録
件数　*2

登録区分
新規認証
件数　*3

現在認証
件数　*4

ISO 9001 8 2,850 A；土木･建築 1 27

ISO 14001 4 1,632 B；一般機械 0 25

OHSMS 0 47 E；鉄道 0 4

ISO 22000 0 25 G；鉄鋼 2 383

HACCP 0 12 H；非鉄金属 0 33

ISO 27001 0 205 R；窯業 0 16

ISO 20000-1 0 6 Z-1；包装･容器 0 10

JIS Q 9100 4 73 Z-3；溶接 0 14

BS 25999-2 0 1 合計 3 512

合計 16 4,851

*1：2010年6月（第493～496回）の登録決定会議で *3：2010年6月（第89～91回）のJIS認証決定会議で

　　 審議され、新規に登録された件数 　　 審議され、新規に登録された件数

*2：統合等による既登録の件数減を反映させた件数 *4：既登録の件数減を反映させた件数

  JICQA登録組織件数情報
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